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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、法令順守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変化する社会・経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性

の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。その実現のために、株主の皆様や
お客様をはじめ、取引先、地域社会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人な
ど、法律上の機能制度を一層強化・改善し的確な経営の意思決定、それに基づく迅速な業務執行、並びに適正な監督・監視を可能とする経営体
制を構築するとともに、個々人のコンプライアンス意識を高めるため研修・教育を徹底し、総合的にコーポレート・ガバナンスを充実させていきたい
と考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

※2021年６月の改定後に基づいて記載を行っております。

【原則１－２　　株主総会における権利行使】－【補充原則１－２－２】

当社は、株主が総会議案に十分な検討機関の確保が必要であることについては認識しておりますが、招集通知に記載する情報に関し正確性を期
するため法定期限に発送しております。ただし、正確性が担保でき次第、招集通知発送前にTDNET及び当社ウェブサイトに早期公開を行ってまい
ります。また今後も正確性に十分配慮したうえで早期発送についても努めてまいります。

【原則１－２　　株主総会における権利行使】－【補充原則１－２－４】

2021年９月現在、機関投資家、外国人株主の持ち株比率は相対的に低く、コストを勘案し、議決権電子行使プラットフォームの利用を含む議決権
の電子行使や株主総会招集通知の英訳の実施は見送っております。今後、各保有比率動向を踏まえ、必要と判断した場合、実施する方針です。

【原則２－４　女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】－【補充原則２－４－１】

当社は、当社グループの掲げるビジョンの実現及び事業の成長には社員一人一人が成果を最大化し、成長を持続していくことが重要であると考
えており、多様性の確保という観点も非常に重要であるため、国籍・性別・年齢・入社形態などにとらわれることなくその能力・成果に応じた人事評
価を行うことを基本方針としております。現時点では多様性に関する属性別の目標数値の設定は行っておりませんが、今後の人材戦略の整備を
図る過程で必要に応じて検討してまいります。

【原則３－１　情報開示の充実】－【補充原則３－１－３】

当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティをめぐる課題を極めて重要な経営課題と認識しております。現時点ではその具
体的な取組みについて取締役会で実施しておりませんが、サステナビリティの取り組みについては、環境に関する要素に加え、人的資本や知的
財産への投資等の社会に関する要素の重要性が指摘されている点も踏まえて、積極的・能動的に取組むよう検討してまいります。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】－【補充原則４－１－２】

当社では、毎年、次の３ヶ年に係る中期経営計画を次年度の予算編成と合わせて審議、決定しており、本計画に基づいた当期業績予想は決算短
信発表時に開示してしておりますが、中期経営計画という形では公表しておりません。現時点では策定した中期経営計画を開示する予定はありま
せんが、今後の開示を検討してまいります。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】－【補充原則４－１－３】

最高経営責任者等の後継者につきましては、個々の業績、人格、見識等をして、候補者を絞り込んでいくことになりますが、後継者計画といった具
体的な手続きやプランを明示しているものではありません。今後、最高経営責任者等の後継者計画について、その要否も含め、取締役会において
検討してまいります。

【原則４－２　取締役会の役割・責務（２）】及び【補充原則４－２－１】

現在、当社では経営陣の報酬に自社株報酬など中長期的な業績と連動する仕組みはありませんが、今後必要に応じて検討してまいります。

【原則４－２　取締役会の役割・責務（２）】－【補充原則４－２－２】

当社は現在、2022年度から開始する新しい中期経営計画を策定中であり、その中では当社のサステナビリティを巡る取組みや、人的資本・知的財
産等への経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略等を検討することとしております。新しい中期経営計画の策定後は、業務執行取締役
や執行役員の取締役会への報告等を通じて計画の進捗状況を確認し、実効的な監督を行ってまいります。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

現状1名でありますが、適材者があれば、2名以上としていく方針であります。独立社外取締役は独立した立場で客観的かつ幅広い視点から経営
の監督を行うとともに、経営戦略に関する高い見識と豊富な経験を当社経営に活かし、企業価値の向上に貢献しております。当社は現状、業績・
規模等の環境を総合的に勘案、3分の1以上の独立社外取締役を選任することは考えておりません。

【原則４－10　任意の仕組みの活用】－【補充原則４－10－１】

当社は取締役会の構成が比較的少人数であり、独立社外取締役は現状取締役会の過半数には達していませんが、独立社外取締役は自身の専
門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。多様性やスキルの観点



を含む取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した委員会等の設置並びに活用を検討してまいりま
す。

【原則４－11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役は5名を選任しており、うち1名は独立社外取締役となっております。少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深
い知見を備える取締役や、独立した立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言などコーポレートガバナンスの充実に資することのできる
独立社外取締役を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。現在、女性もしくは外国人の取締役は選任
しておりませんが、当社の経営戦略の進展に応じて人材の登用を行い取締役会の機能強化を図り、実効性を高めていくことが今後の課題と認識
しております。

【原則４－11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】－【補充原則４－11－１】

当社取締役会は、業務執行の監督と重要な方針決定を行うことから、その構成メンバーについては、多様かつ豊富な経験や幅広い視点、高度な
専門知識を有する取締役で構成されることが望ましいと考えており、現在の構成メンバーには他社での経営経験を有した独立社外取締役を選任
しております。

なお、取締役の選任に関する方針・手続きは、後述【原則３－１　情報開示の充実（４）】に記載しておりますので、ご参照ください。

また、取締役のスキル・マトリックスにつきましては、早期の開示に向けて検討を行ってまいります。

【原則４－11　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】－【補充原則４－11－３】

当社では、取締役会全体の実効性の評価・分析は実施しておりませんが、当社取締役は、取締役会において自らの職務執行状況を適切に報告
するとともに、各取締役の職務の執行を相互に監視・監督しております。また、社外役員はその、豊富な経験や専門的な知識に基づき、適宜助言・
提言を行っておりますので、取締役会として十分機能を果たしていると考えております。

【原則５－２　経営戦略や経営計画の策定・公表】

当社は、社内での活用を前提とした中期経営計画を策定しておりますが、公表はしておりません。今後は資本コストの考え方とともに、事業ポート
フォリオの見直しや設備投資・人材投資等を含む経営計画を作成し、今後、開示できる範囲について検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

※2021年６月の改定後に基いて記載を行っております。

【原則１－４　政策保有株式】

当社の保有する株式は、取引の維持・強化及び株式の安定等を保有目的の基本的な方針としております。資産の効率性を念頭に置いた見直しを
適宜行い、必要に応じて取締役会に諮っております。

中長期的な経済合理性等を検証し、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却をすすめるなど、政策保有株式の縮減に努めておりま
す。なお、当年度の政策保有株式については保有の妥当性があることを確認しております。

また同株式に係る議決権行使は、その議案が保有方針に適合しているか、発行会社の企業価値の向上を期待できるかなどを総合的に判断して
行っております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

取締役と当社が取引を行う場合は、会社法及び取締役会規程に基づき、事前に独立社外取締役、独立社外監査役の出席する取締役会にて十分
な審議のうえ決議を行います。

取締役を除く主要株主等、関連当事者との取引についても、重要な取引については、同様の取扱いとします。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社の退職年金制度は、確定拠出企業年金のため、企業年金の積立金の運用はなく、財政状況への影響はありません。

【原則３－１　情報開示の充実】

(1)　当社は、経営理念を当社ウェブサイトにて開示しております。また、経営戦略については、有価証券報告書にて開示しております。

(2)　コーポレートガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、本報告書にて開示いたします。

(3)　定時株主総会招集ご通知及び有価証券報告書の該当原則に対する記載内容をご参照ください。

(4)　当社は、取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たって、業務執行を担当する取締役については、取締役とし
ての人格及び識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者の中から経験と実績を考慮し、当社の持続的な成長に貢献でき
る人材を候補としております。

また、社外取締役については、「執行と監督の分離」をさらに強固なものとするべく、「社外役員の独立性についての考え方」の基準をすべて充た
すことに加え、高度な専門的知識を有する人材や、経営及び業務執行に関する豊富な経験と高い見識のある人材を候補としております。

監査役については、中立的及び客観的な視点から監査を行うことができる人材を候補とし、社外監査役については、前述の基準に加え、企業会
計などの専門的知識を有している人材を候補としております。なお、候補者につきましては上記の方針を踏まえ、代表取締役社長が提案（監査役
候補者については監査役会の同意を得て提案）し、株主総会付議議案として独立社外取締役が出席する取締役会で決議しております。

取締役・監査役・経営陣幹部の解任につきましては、法令、定款違反、善管注意義務違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる
事由が発生した場合には取締役会に先立ち、独立社外取締役に対して解任事由等の説明を行い適切な助言を得たうえで、取締役会において決
議し、取締役・監査役においては株主総会に解任の付議を行います。

(5)　個々の選任理由は、定時株主総会招集ご通知に記載しております。

【原則４－１　取締役会の役割・責務（１）】－【補充原則４－１－１】

当社は原則月1回の月例取締役会及び必要に応じ臨時取締役会を開催し法令・定款で定められた事項、経営に関する重要な意思決定、業務執
行の監督を行っております。

執行責任者は、「営業本部」「商品本部」「生産事業本部」「管理本部」の各分野で取締役、執行役員が選任され、取締役会で決定された事業計画
に基づき、各分野における施策の決定や業務執行を行っています。

また、業務執行取締役、執行役員で構成する役員連絡会を原則週１回開催し、諸課題の協議や情報交換等を行っています。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。

また社外取締役の選任に当たっては豊富な経験と幅広い見識を備え、取締役会において適切な意見・助言が期待できる人物を独立社外取締役



候補としております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】－【補充原則４－１１－２】

取締役及び監査役の他社での兼務の状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて開示しております。

【原則４－１４　取締役・監査役のトレーニング】－【補充原則４－１４－２】

取締役及び監査役は、役割と責務を全うするため必要な知識や情報等を取得するべく、外部セミナーや他社との交流会に参加しております。当社
はその費用を支援しております。

また常勤監査役は（公社）日本監査役協会の会員としてセミナー参加等を通じて知見を高め、他の監査役との情報交換を行っております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、取締役管理本部長をIR担当としており、取締役管理本部長が、経営企画部、経理部、総務部等のＩＲ活動に関連する部署と日常的に連携
を図っています。

IR担当取締役は、個別面談への合理的な範囲での対応の他、必要に応じて会社・決算説明会等を開催し、IR活動の充実に努めます。

IR担当取締役は、株主からいただいたご意見・ご要望を代表取締役に適宜報告するとともに、代表取締役が　現計画、現規定等を修正する必要
があると判断した場合は、取締役会にその修正を諮ります。

IR担当取締役は、インサイダー情報の管理に関する「内部情報管理規程」に基づき、情報管理を徹底します。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

有限会社エムエフ長堀 1,180,000 7.69

長堀クリエイト株式会社 800,000 5.22

株式会社りそな銀行 766,475 5.00

第一生命保険株式会社 704,000 4.59

長堀守弘 573,509 3.74

株式会社常陽銀行 534,000 3.48

長堀慶太 525,291 3.43

鹿島商事株式会社 489,000 3.19

株式会社三菱UFJ銀行 407,500 2.66

長堀不二代 373,000 2.43

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

上記「大株主の状況」は、2021年９月30日現在の状況を記載しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

富樫直記 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

富樫直記 ○ ―――
経営の客観性と中立性を保つため独立役員に

選任しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名



監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

連携している。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

佐藤亮輔 他の会社の出身者 ○

中林英樹 他の会社の出身者 △

岩上和道 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤亮輔 ○ 税理士

経営の客観性と中立性を保つため当該監査役

に選任しております。また、一般株主と利益相

反が生じるおそれのない独立役員として判断し

ております。

中林英樹 ○ ―――

経営の客観性と中立性を保つため当該監査役

に選任しております。また、一般株主と利益相

反が生じるおそれのない独立役員として判断し

ております。

岩上和道 ○ ―――

経営の客観性と中立性を保つため当該監査役
に選任しております。また、一般株主と利益相
反が生じるおそれのない独立役員として判断し
ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場で経営の公正かつ専門的な監督、監査機能を担う体制として、社外取締

役１名と社外監査役３名全員を独立役員として指定し届け出ております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現在は一定限度の定額報酬をもって各取締役に職務に専念していただいておりますが、各取締役の業績向上への意欲を高めることも有意義で

あり、今後報酬体系について検討してまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業報告及び有価証券報告書に取締役、監査役の別に総額を開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬等に関する基本方針の内容の概要

ⅰ取締役の報酬等の基本方針

　当社の取締役の報酬は固定報酬からなり、中長期的な企業成長への貢献度及び個人の業績をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内、
取締役会決議によって決定することとしております。

ⅱ取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　固定報酬については、昭和62年６月26日開催の定時株主総会において、取締役および監査役の報酬限度額は、取締役報酬が年額150百万円
以内（使用人兼務取締役の使用人分給与等を含まない）、監査役報酬が20百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点での
取締役の員数は13名、監査役の員数は２名であります。

ⅲ取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長長堀慶太が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

　その権限内容は、取締役の個人別の報酬の金額であります。

　これらの権限を委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員
の報酬額を決定できると判断したためであります。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会、監査役会等での情報交換を随時行う体制となっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

取締役会は５名から構成され、原則月１回開催し、業務執行状況の報告及び業務執行に関する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の

職務の執行を監督しております。なお、必要に応じ役付取締役を中心とした常務会を開催し重要な業務執行への対応を行っております。また、週

１回、取締役、常勤監査役、執行役員が出席して行われる役員連絡会と部長クラス、関係会社社長も参加してのグループ連絡会も随時開催し、社

内外、当社グループ全体の諸問題について情報交換を行っております。

内部監査は、社長直轄の内部統制室を設け、日常業務全般について、監査役とも連携して監視機能の強化を図っております。

当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の取締役会は取締役５名で構成され、うち１名が社外取締役であります。監査役会は監査役３名で構成され、全員が社外監査役であります。

当社の規模・業態等を勘案、経営の効率性と同時に経営監視機能を有効に働かすために、社外取締役を選任することにより取締役による業務執

行に対するチェック機能の実効性を高めております。さらに監査役、会計監査人による社内・社外からの経営監視を受けることにより、効率的で透

明性の高い経営管理体制を確立することを目的として現状の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに決算短信その他IR情報を掲載

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

経営の基本方針として社業を通じて企業を取り巻くあらゆる利害関係者の最大多数最大
幸福の実現を目指しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 毎月１回、本社周辺の清掃活動を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社グループでは、企業の社会的責任を果たすにはコーポレートガバナンスの充実が不可欠であるとの認識のもと、各ステークホル
ダー（利害関係人）の皆様と健全で良好な関係を維持しつつ、業務の適性、財務報告の信頼性を確保するとともに関連法規・定款を順守する経営
を実現してまいります。

そのため、以下の内部統制に向けた管理体制の確立を図ります。

１．取締役・従業員の職務の執行が法及び定款に適合することを確保するための体制。

２．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制。

５．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項。

６．取締役及び従業員、子会社取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制。

７．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制。

８．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制。

９．反社会的勢力の排除に向けた体制。

１０．財務報告の信頼性を確保するための体制。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を持たない経営方針を貫くことを基本方針としております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

平成１８年５月施行の会社法に基づき業務の適正を確保する体制のため、内部統制システムに関する基本方針を同年５月に決定し経営企画室

から内部監査部門を独立させて併せて内部統制を統括する部門の配置も含め、内部統制に向けた管理体制の確立を図っております。



【適時開示体制の概要】【適時開示体制の概要】【適時開示体制の概要】【適時開示体制の概要】

承認

指示*

報告

各部門責任者・グループ会社社長

決算情報 発生事実

報告

報告

本社部門　（経営企画部、総務部、経理部）

情報開示責任者（管理本部長）

（情報の集約・一元化）

決定事実

経理部

＊発生事実および業績予想の修正に関しまして

は、速やかなに適切な開示を行うべく、代表取締役

社長の判断により取締役会を経ずして開示を行うこ

ともあります。

代表取締役社長

（適時開示の決定）

取締役会

（決議・承認）

情報開示責任者（管理本部長）

適時開示

報告

報告

付議



【コーポレートガバナンス】
参考資料：模式図
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